
第八岡見自重陳災会規約

（名称　轟務所）

第1条　この会はも第八閲見崗善隣災会（以下「本会」という。）と櫛し言辞務所は第八岡見

自治会鱒に撥ぐ。

（田的）

第2条　本会椋住鴇の鶴馬援助の矯禅こ基づき萬豊的な陽炎活動繋行うことばより、地蔵

火災、風水藩　彼『首魁藤簿という。）被藷の防止及が軽澱を図り、地域住操の安全を

輩あごを狸欝的き∵する。

（活動）

第3粂　本会は日韓薬の朝粥を達成するだめ、次の溝艶を行うQ
m　醜態籍発生蛾こ灘曲を救護、避難誘鱒、初期消火、給食e給水及び鰭報収集・伝達

籍の臆急対策窪まること

危険物及び危険轡所の点検及び隣火e院犯パト龍一ル構築施し線審を・予紡すること

陽炎訓練を薬施すること

院災知識の轡縛㍉醇及すること

院災資機材を備蓄すること

その他第2集の語的達成に必要なこと

（会員）

第4粂　本会金融告　驚太離島蔑給金鼠（鎚：下鴨潜蕊別　封、う。）窪、も帝で構成する。

（役員及が組織）

第5条　本会に、次の役輿を撞く。
・ilt○○－　金環∴∴∴∴且名　　　　自治会会長の業務（災箆発生鮮は対籍本部琵）

副会罷　　　悪名　　　　副会器楽務（岡上対第本蔀副本蔀揉）

統括　　　　　巨密　　　　会境が委嘱

隊琵∴∴∴∴5名　　　　会嚢が委嘱

副隊髭∴∴亀の名　　　　金環が任命並び委嘱

隊環　　　必薬類∴∴∴各部役恩及び競長

余計　　　　坪崖∴∴∴余計の兼務

藍轟　　　　　悪名　　　　軽薄の兼務
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2　役員の任期

治会役員の任期中とする。

治会役員以外は任期は無し
、が、本人の申告により、 その任を解かれる。

役員は別に定める「各隊の任務」に基づく業務を行う。

災害発生時に役員と共に率先して活動する「防災協力員」を会員の中から委嘱するo

本会の組織は捌表」の通りとする。

（総会）

第6条総会は、会員をもって構成し、本会の最高議決機関である。

2　定期総会は会長が招集し、毎年4月の自治会総会と同時に開催する。

3　総会は、自治会会則第12条から第18条までの規程を準用する。

（役員会）

第7条役員会は監事を除く圏をもって構成し、会長が召集する

2　防災協力員は役員会に出席して愚見を述べることができる。

3　役員会は業務計画案及び手簡案を作成し総会に提出する。

荘重垂蛋］
第8条 小委員会は会長・副会長

亡＝二重墾亘亘］

）・会計・統括・各隊長

出来る。重要なものは、

国璽雪国

（会計）

第9条本会の運常に要する経費に充てるため「自主防災会会計」をもうける。

2本会の経費は、自治会一般会計からの繰入金・匝三麺圏・総会で承認された

会費及び寄付金等をもって充てる。

（会計報告）

第10条会長及び会計は、収支決算書並びに財産目録を作成し、監薯の監査を受け

定期総会に文書をもって会計報告を行う。

（会計年度）

第11条本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。
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附　則

1　この規約は、平成15年4月1日から施行する。

2　この規約は、平成17年2月6日から改正実施する。

3　この規約は、平成20年4月1日から改正実施する。

4　この規約は、平成25年4月1日から改正実施する。
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